
・食品安全基本法（抜粋） 

〔食品関連事業者の責務〕 

第８条 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼす

おそれがある農林漁業の生産資材、食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を

含む。）若しくは添加物（食品衛生法（昭和 22 年法律第２３３号）第４条第２項に規定する

添加物をいう。）又は器具（同条第４項に規定する器具をいう。）若しくは容器包装（同条第

５項に規定する容器包装をいう。）の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者（以

下「食品関連事業者」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、

自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全

性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。 

  

・食品衛生法（抜粋） 

〔食品等事業者の責務〕 

第３条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯

蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若

しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不

特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。）は、その採取し、

製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授

与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食品等」という。）

について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保

に 係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の

実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  


